
円 ＋ ＝ 円 ×

円 円

１ 円 １ 円

２ 円 ＋ ＝ ２ 円 ×

３ 円 ３ 円

４ 円 ４ 円

５ 円 ５ 円

円／日

居住費 650 円／日

料　　金　　表
１．介護予防短期入所療養介護（ショートステイ） 令和8年4月1日

（１）基本利用料金（地域区分の上乗せ割合が含まれた概算の金額になります）

食費 1,980

日額

要支援１ 690 日用品費 250 円／日 要支援１ 3,670

日額

利用日数

要支援２ 856 教養娯楽費 100 円／日 要支援２ 3,836

円 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

計 2,980 円／日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）として、１日１８円加算されます。

夜勤体制加算として、１日２４円加算されます。

短期入所中に集中的にリハビリ（理学・作業療法士叉は言語聴覚士が１日２０分以上）

した場合１日２４６円加算されます。

食事が療養食（糖尿病や心疾患等）に該当する場合、１日２３円加算されます。

別途総単位数に７．５％相当の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）が加わります。

上記料金の他、下記の項目をご利用の場合は、料金が加算されます。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算として、１日５２円加算されます。

口腔連携強化加算 51 円／回 ２人部屋 1,100 円／日

若年性認知症受入加算 123 円／日 理美容代 1,600 円／回

緊急短期入所受入加算 90 円／回

２．短期入所療養介護（ショートステイ）

（１）基本利用料金（要介護度・居室種類毎に料金が異なります）

※地域区分の上乗せ割合が含まれた概算の金額になります

日額 食費 1,980 円／日 日額

要介護 926 居住費 650 円／日 要介護

要介護 4,102

3,956

要介護 1,005 日用品費 250 円／日 要介護 4,035

計 3,030 円／日 要介護

利用日数

要介護 1,072 教養娯楽費 150 円／日

円 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

4,161

要介護 1,192 要介護 4,222

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）として、１日１８円加算されます。

要介護 1,131

夜勤体制加算として、１日２４円加算されます。

短期入所中に集中的にリハビリ（理学・作業療法士叉は言語聴覚士が１日２０分以上）

した場合１日２４６円加算されます。

食事が療養食（糖尿病や腎臓病等）に該当する場合、１日２３円加算されます。

別途総単位数に７．５％相当の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）が加わります。

上記料金の他、下記の項目をご利用の場合は、料金が加算されます。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算として、１日５２円加算されます。

口腔連携強化加算 51 円／回 ２人部屋 1,100 円／日

若年性認知症受入加算 123 円／日 理美容代 1,600 円／回

緊急短期入所受入加算 90 円／回

102 円／月

送迎（往復） 376 円 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10 円／月

送迎（片道） 188

102 円／月

送迎（往復） 376 円 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10 円／月

送迎（片道） 188


